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１ 性格・位置付け 

本方針は、地域の豊かな自然環境を活かし本市のまちづくりの将来像である「人もまちも活

力あふれるまち」を実現するため、市のグリーンインフラに関する取り組み全般の指針とします。 

なお、「第２次いなべ市総合計画」に掲げる共通目標「いなべブランドの創造」基本事業「グリ

ーンクリエイティブいなべの推進」及び「ＳＤＧｓ未来都市計画」の各種計画をより一層推進する

ための方針とします。 

 

 

 

 

２ 策定の趣旨 

 本方針はいなべ市において、グリーンインフラの推進を行うために策定するものとします。 

 グリーンインフラとは社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面で、自然環境が有する

多様な機能を活用し、持続可能で魅力ある国土、都市、地域づくりを進める取り組みです。 

 日本では従来から、自然環境が持つ機能を活用し、防災・減災、地域振興、環境保全等に取り組

み、各自治体がまちづくりを進めてきました。 

 近年、気候変動に伴う災害の激甚化や頻発化への対応が求められています。また、地方創生の

潮流やコロナ禍において自然豊かなゆとりある環境で暮らせる生活空間形成への要望も高ま

っています。さらに、SDGs、ESG 投資への関心が高まるなか人材や民間投資が呼び込むイノベ

ーティブで魅力的な都市空間の形成が必要となっています。 

 

 いなべ市においても、地震や土砂災害などの自然災害対策の充実が重要です。また、緑豊か

な自然環境に恵まれたまちであるものの、今後も土地開発に伴う景観保全や都市部の緑化など

暮らしと調和した環境保全に取り組む必要があります。さらに、令和８年の東海環状自動車道全

線開通（予定）を前に、都市拠点の創造とネットワーク化の促進が求められています。 

 グリーンインフラはこれらの課題の解決につながるもので、地域住民の主体的な参画と、官民

を超えた多機関の連携のもと、防災・減災、国土強靭化、環境保全など SDGs に貢献するもので

あり、地域資源の活用を通しグリーンクリエイティブいなべを推進していくものとなっています 

いなべ市はＳＤＧｓ未来都市として、本方針を基本的な考え方に持続可能なまちづくりを進め、

グリーンクリエイティブいなべによる地域活性化へとつなげていきます。 

 

 

 

 

 



3 

 

３ 策定までの経緯 

 

 令和元年５月にいなべ市では、グリーンインフラ先行事例として、まちづくり商業施設「にぎわ

いの森」をオープンしました。官民連携で運用するこの施設は、未活用森林や雨水の活用による

防災・減災、環境保全の機能を持ちます。さらに、自然を活かしたくつろぎの空間に地産品を扱

う飲食店等が並び、多くの都市住民を魅了しています。 

 令和３年度、国土交通省のパートナーシップによる先導的グリーンインフラモデル形成支援を

受け、にぎわいの森のグリーンインフラ機能の効果検証を行いました。 

 その結果、植栽の二酸化炭素固定や窒素固定によるヒートアイランド抑制効果、訪問者に滞留

促進効果、快適性や労働生産性の向上など、自然が導くさまざまな効果が判明しました。 

 しかし、放棄森林削減による防災上の効果発揮には市内での広い展開が必要であること、滞留

時間を伸ばすためには子連れで滞在できる空間が必要であること、生物多様性評価のために動

物種の調査が必要であることなど多くの課題も判明しました。 

 これらの課題を解決し、人もまちもよりいききいとしたまちづくりを進めるためには、にぎわい

の森機能の拡充と同時に、にぎわいの森を先行例に、ソフトを主としたハードと組み合わせるグ

リーンインフラ事業の横展開が有効と考えられます。よって機能拡充および横展開の際の指針

とすべく、本方針を策定することになりました。 
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４ 基本方針 

 

本市のグリーンインフラの目指す姿を次のとおりとします。 

 

（１） いなべの自然資源の機能を活用し、地域課題を解決につなげる 

 

いなべ市は豊かな自然環境に恵まれたまちです。人々を魅了する「モノ・トキ・コト」を創出す

るというグリーンクリエイティブ理念の下、自然資源の価値や機能、市民の暮らしとの関係性に

目を向け、保全するだけでなくまちづくりに積極的に活用することで、地域課題を解決し地域活

性化を目指します。 

 

（２） 分野横断的、多様な関係者との連携の上で推進する 

グリーンインフラは、防災・減災、環境保全、子育て、教育などのソフト・ハード両面にわたる分

野に関わり、一つの取り組みが複数分野に渡り効果が現れるものです。また、産官学金民が主体

的に参画することで、ＳＤＧｓ・ＥＳＧ投資など、民間投資を促すものでもあります。そのため、分野

の垣根を超えた多様な関係者の連携のもと、横断的、一体的な取り組みで地域活性化を目指し

ます。 

 

５ 期間 

 令和４年度から令和８年度までの５年間とします。 

 ５年間の計画期間中であっても、様々な状況の変化により見直しの必要性が生じた場合は、適

宜、計画の見直しを行うこととします。 

 

 

※参考資料 

 第 2次いなべ市総合計画第２基本計画 

（ https://www.city.inabe.mie.jp/shisei/keikaku/keikaku/1004351/index.html ） 

 SDGｓ未来都市計画 

 にぎわいの森グリーンインフラ効果検証 

 にぎわいの森 施設利用者アンケート集計結果 

 にぎわいの森 職員アンケート集計結果 

 にぎわいの森 市内事業者アンケート結果 

 令和３年度い～ないなべアイディアコンテスト（INA-CON）事業グリーンインフラに関する社

会人講話報告書 

 令和 3年度第 1回いなべ市グリーンインフラ推進協議会 ヒアリング結果 


